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利用の流れ利用の流れ

利用について利用について

利用者に聞きました利用者に聞きました 安中市ファミリー・サポート・センター
神戸　るみさん
安中市ファミリー・サポート・センター
神戸　るみさん

利用料金利用料金

まかせて会員
（提供会員）
援助をしたい人

まかせて会員
（提供会員）
援助をしたい人

お願い会員
（依頼会員）
援助を受けたい人

お願い会員
（依頼会員）
援助を受けたい人

安中市ファミリー・
サポート・センター
お願い会員とまかせて会
員のマッチングと連絡

安中市ファミリー・
サポート・センター
お願い会員とまかせて会
員のマッチングと連絡

事前打ち合わせ（アドバイザー同席）
お子さんの日頃の様子や必要事項の情報交換

事前打ち合わせ（アドバイザー同席）
お子さんの日頃の様子や必要事項の情報交換

援助活動援助活動

報酬の支払い報酬の支払い

依頼内容に基づいて
マッチング

依頼内容に基づいて
マッチング

電話やメールで
援助の依頼

電話やメールで
援助の依頼
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安中市ファミリー・サポート・センターを利用しよう安中市ファミリー・サポート・センターを利用しよう
 「一時的に子どもを預かっ
てほしい」「保育園の送迎
をしてほしい」など、育児
の援助を受けたい人（依頼会
員）からの依頼に応じて、セ
ンターが援助をしたい人（提
供会員）を紹介し、会員同士
による相互援助活動を有償
で行う事業です。

ファミリー・サポート・センターを利用するためには、事前に登録が必要です。セン
ターへお問い合わせください。

依頼会員…色々気遣っていただ
き、信頼して子どもの面倒を見て
いただける提供会員さんをマッチ
ングしていただき、とてもありが
たいと思っています。おかげで仕
事と家庭を両立することができて
います。

提供会員…主に送迎をしています
が、いつもお母さんと連絡を取り
合って声掛けしてから車に乗せて
います。依頼会員の皆さんにはぜ
ひ積極的に使ってもらいたいと思
います。アドバイザーを含め、提
供会員と依頼会員で仕組みについ
て話し合ったり、お互いがやりや
すいように変えてもいいと思いま
す。一度試していただき、活用し
てみてください。

　「子どもを預ける」ということ自体に抵抗感をお持ちの人がまだまだ
いると感じています。特別な用事ではなくても、心身のバランスを整え
るための休息の時間にも活用してもらいたいです。
　「子育てを応援したい」、そんな気持ちをお持ちの人に、ぜひ一緒に
子育て世代のサポーターとして子育てのしやすいまちを作りたいと思っ
ています。安全面の観点から、会員登録の後、事前打ち合わせをしたう
えで初めてサポート開始となります。
　当日のサポート時間の延長については、依頼会員から提供会員のご都

合をご確認いただく形になり
ます。事前に延長する可能性
があるときは、あらかじめ提
供会員にご相談しておくな
ど、コミュニケーションをひ
と手間加えていただけると、
円滑な相互援助活動の実施に
つながります。

依頼会員
（援助を受
けたい人）

提供会員
（援助を
する人）

どっちも会員

安中市に在住または在勤してる生後3か月～小学校
6年生までの子どもの保護者
または、上記児童が市内に在学・在園している子ど
もの保護者
心身ともに健康で、自宅で子どもを預かることので
きる成人の人
※特別な資格や経験などは必要ありません。援助活
動開始前に育児に関する知識や技術を身につけるた
めの講習を受けていただきます。
依頼会員と提供会員の両方を兼ねることができる人

給食費一部無料化給食費一部無料化
安中で学ぶ子どもた
ちを応援するため、
市内公立中学校の全
生徒と市内公立小学
校に通う第3子以降
の給食費を無料化しています
 問 □松 教育部総務課学校給食係（☎内線2224）

不妊治療費を助成不妊治療費を助成
1年度につき1回、通
算5年度まで対象と
なる治療費を助成し
ます

 問 □本 健康づくり課保健指導係（☎内線1174）

不育症治療費を助成不育症治療費を助成
1年度につき1回、
通算3年度まで対象
となる治療費を助成
します

 問 □本 健康づくり課保健指導係（☎内線1174）

出産後のケアを行います出産後のケアを行います
産後4か月未満の産
婦および乳児に助産
師が訪問し、授乳指
導・育児相談や母子
のケアなどきめ細か
い支援を行います
 問 □本 健康づくり保健指導係（☎内線1174）

ブックスタート事業ブックスタート事業
乳幼児健診の受診時
に、絵本をひらく楽
しい「体験」と「絵
本」をセットでプレ
ゼントします
 問 松井田図書館（☎393-4402）

　利 用 日
　

　平　　日

土・日曜・祝
日、年末年始

時　　間

7時～19時
時間外
7時～19時
時間外

料　　金
（1時間あたり）

700円
800円
800円
900円

詳しくは市ホームページを
ご覧ください。

子ども医療費を助成子ども医療費を助成
中学校3年生（15歳
の学年末）までの子
どもの医療費の自己
負担分を助成します

 問 □本 国保年金課医療年金係（☎内線1112）

結婚新生活を支援結婚新生活を支援
結婚に伴う引越し費
用や新居の住居費
（購入費、家賃など）
の一部を助成します

 問 □本 市民生活課相談支援人権係（☎内線1208）

産前産後ホームヘルプサービス産前産後ホームヘルプサービス
妊娠中や出産後のご
家庭にヘルパーを派
遣し、家事や育児な
どの支援を行います

 問 □本 子ども課子ども育成係（☎内線1166）

▲段ボールで家を作る親子ワークショップ


